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１．採択の経緯 
 官報掲載（2011 年 11 月 22 日） 
〔新しい食品表示規則は、EU の官報 The European Parliament and the  
Council of European Union（Official Journal of the European Union） 
に掲載されてから 20 日後に発効する。官報への掲載は、11 月 22 日。規則の大 
半は官報掲載後 3 年を経てから適用される。〕 

 
○ 2011 年  規則の採択 

 
○ 2011 年 7 月 27 日 ヨーロッパ委員会は EU 理事会の一般原則に関する EU

議会の見解に関する意見を採択した。 

 
○ 2011 年 7 月 6 日  EU 議会は法律提案に関する第２読会の見解を採択、理   
事会に合意した。 

 
○ 2011 年 2 月 22 日 ヨーロッパ委員会の伝達文書（EU 理事会の一般見解に

関して） 

 
○ 2011 年 2 月 21 日 EU 理事会は一般見解を採択 

 
○ 2010 年 6 月 16 日 EU 議会はヨーロッパ委員会提案についての第一読会の

見解を採択 

 
○ 2008 年 1 月 30 日 ヨーロッパ委員会は「消費者に対する食品情報の提供に

関する提案を採択 
〔ヨーロッパ委員会は 2008 年、食品表示をより明確で、欧州連合（EU）の消

費者の要求により適合したものにする規則案を採択。この規則案の目的は、消

費者が賢明な購買選択を行う際に必要な基本情報を、読みやすく、分かりやす

い形で得られるよう、EU の食品表示のルールを刷新し、改善することにある。〕 

鬼武委員提供資料 



２．新しい食品表示法の特長 
食品の表示、即ち食品情報の提供は、消費者が情報に基づく選択を行い、か

つ消費者が食品を安全に利用するためのベースを提供することにより、高いレ

ベルの消費者の健康と利害の保護の追求を目的としている。 
この関係では、消費者は、健康、経済、環境、社会、また倫理の観点から選択

を行うであろう。ここで、健康とは健康増進を含む。環境の観点から、また倫

理の観点から（例えば、動物福祉やフェアトレードの点から）、消費者は選択を

行うかも知れない。 

 
 

 

 

 

 

ＥＵ機関の仕組み　Structure of EU Institutions

EU理事会

議長国任期６ケ月
加盟国閣僚+欧州委員会委員

EU Council
Term of Presidency: 6 months

Ministers from Member States + European Commissioner

欧州委員会
定数 27 人（任期５年）

ブリュッセル
European Commission

Commissioners: 27 (term: 5years)
Brussels

欧州議会
定数785 人（任期５年）

本会議（ストラスブール）
委員会(ブリュッセル)
European Parliament
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Plenary Meetings (Strasbourg)
Committee Meetings (Brussels)

意思決定･立法
Decision-taking and law-making

立法・民主的統制
Law-making, democratic control

行政
Administration

議長・副議長は2 年半ごとに互選
President, Vice-presidents,
(term: 2.5years=Mid-term change)

法案・予算案に関する
排他的発議権

政策提案
Exclusive right to initiate legislative,

budget and policy proposals

規制･指令等の決定
Enactment of regulations and directives

委員会不信任議決権
意見

Right to pass a motion of no-confidence in the
Commission Opinions

年次報告
Annual report

共同の参加・協力その他の手続き
Participation in the co-decision,
cooperation and other procedures

協議
Consultation

欧州理事会
（EU首脳会議）

加盟国首脳+欧州委員会委員長
European Council

(EU Summit)
Leaders of Member States + President of the European Commission

最高政治的機関、EU を政治的に推進し政策の方向性を設定
Highest political organ to giving to the EU political impetus and defines general political directions

EU

 
 

 



EUにおける立法の手順
 欧州委員会が法案を欧州議会とEU理事会に提出

 欧州議会で第一読会を開催し、結果をEU理事会に報告

 EU理事会

　　- 承認の場合は、法案採択

　　- 否認の場合は、「共通の立場」を採択し、欧州議会に戻す

 EU理事会で否認の場合、欧州議会で第二読会が開かれる

　　- 承認の場合は、法案採択

　　- 否認の場合は、不採択

　　- 修正の場合は、欧州議会とEU理事会が調停委員会を開き、共同案を

承認すれば、法案採択だが、否認の場合は不採択
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